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売布小学校区まちづくり協議会会則 

 

【名称】 

第１条  本会は、平成１１年５月１日に設立し、売布小学校区まちづくり協議会（略称名を 

コミュニティ売布）という。 

【目的】 

第２条  心豊かで明るく楽しいまちづくりを深めるため、校区内の市民の連帯と交流を促進し、

福祉、環境の充実、快適な住空間づくりに寄与することを目的とする。 

【活動】 

第３条  本会は、その目的を促進するため必要な事業を行う。 

【事務所】 

第４条  本会の事務所は会長の定めるところに置く。 

【会員】 

第５条  本会の会員は、当該地域に居住する者及び地域内の各団体、事務所等とする。 

【幹事】 

第６条  幹事は、原則として構成区地域の自治会、各種団体、グループより推薦された者を 

いう。 

【幹事の任務】 

第７条  幹事の任務は次の通りとする。 

１、 総会の運営方針の決定。 

２、 本会の役員を選出。 

３、 本会の運営方針の活動を実施する。 

【役員】 

第８条  本会は次の役員を置き、役員会を構成する。 

会長１名、副会長若干名、代表幹事若干名、会計２名、監査若干名、 事務局若干名、 

顧問及び相談役若干名。 

【役員の任務】 

第９条  役員の任務は次の通りとする。 

１、 会長は、本会を代表し会務を総括する。 

２、 副会長は、会長を補佐し事故ある時は会長の任務を代行する。 

３、 代表幹事は、本会の目的を遂行するため運営方針の策定に参画し実施にあたる。 

４、 会計は、本会の運営及び経理収支を記録し決算報告をする。 

５、 監査は、本会の会計監査を担当する。 

６、 事務局長は、本会の目的を遂行するため事務連絡・調整にあたる。 
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【役員の任期】 

第１０条  役員の任期は総会での承認から翌々年の総会までとする。但し、再任は妨げない。 

売布小学校校長、売布小学校 PTA会長は在任期間とする。 

【総会】 

第１１条  １、総会は、幹事及び役員によって構成し、会長の招集により毎年５月に定期総会を

開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。 

２、総会は、役員及び幹事の２分の１の出席により成立する。但し委任状を以って出席

に代えることが出来る。 

３、総会は、次の事項について議決する。 

（１）議長は会長が担当する。 

（２）事業報告及び決算の承認。 

（３）事業計画及び予算の決定。 

（４）役員、幹事の選出及び承認。 

（５）会則の制定及び改廃。 

（６）その他本会の運営に関する重要事項の承認。 

４、会員は総会に出席し意見を述べることが出来る。 

【会計】 

第１２条  本会の経費は、補助金、助成金、その他の収入を以って当てる。 

 

【専門部】 

第１３条  本会の運営及び活動を円滑に進めるため、次の専門部を設置する。 

防災部、地域交流部、防犯・交通安全部、福祉・健康推進部、広報部 

【雑則】 

第１４条  この会則に定めるもののほか、本会運営に必要な規則は役員会及び代表幹事会の

決議を経て総会に報告する。 

 

【個人情報の保護】 

第１５条  １、本会が収集した個人情報は、会員名簿の作成及び連絡並びに本会運営業務の

目的以外に使用してはならず、厳重に管理するものとする。 

２、本会が収集した個人情報は、役員が責任を持って保管・処分するものとする。 

個人情報とは以下のものを指す。 

個人情報が記載された紙面、電子メールおよび添付される電子データ、等 

 

付則： 

この会則は平成 11年(1999年)7月 20日より施行する。 

この会則改定最新版(版 No.05)は令和元年(2019年)5月 12日より施行する。 

 



 


